
「徳島・森に親しむ会」規約

（名 称）

第１ 本会は 「徳島・森に親しむ会」と称する。、

（目 的）

第２ 本会は、多くの人々が森に親しみ、森と永くつきあうことを目的とする。

（活 動）

第３ 本会は、前条の目的を達成するため、会員のボランティアにより次の活動を行う。

（１）森における野外交流に関すること。

（２）山の清掃活動に関すること。

（３）森林ボランティアに関すること。

（４）森における野外活動の支援に関すること。

（５）その他、自然保護に関すること。

（案内、報告等）

第４ 本会の活動は、電子情報処理システムを通じて会員に知らせるものとする。

（会 員）

第５ 本会の会員は、申し込みにより登録した者、本会の活動にボランティアとして参加

する者及び会の目的に賛同する者とする。

（事務局）

第６ 本会の事務局は、徳島県徳島市富田橋４丁目１８番１に置く。

（役 員） 第７ 本会に次の役員を置く。

（１）代 表 名1

代表は、本会を代表し会務を統括する。

（２）副代表 名1

副代表は、代表を補佐し、代表不在のときはその職務を代行する。

（３）会 計 １名

会の会計をつかさどる。

（４）監 査 １名

会計監査を行う。

（５）事務局 １名

会務を処理する。

（役員の選任）

第８ 役員は、会員の互選とし、役員に事故ある時は速やかに後任を選任する。ただし任

期は前任者の残任期間とする。

（役員の任期）

第９ 役員の任期は２年とし、再選を妨げない。

（総会及び会議）

第１０ 総会及び活動のための会議は、代表が召集し、議長を務める。

（１）総会は、毎会計年度ごとに１回以上開催し、次の事項について審議する。



ア 前年度活動報告

イ 前年度決算報告

ウ 前年度監査報告

エ 役員の選任

オ 年間活動計画

カ 年間活動予算

キ その他本会の運営に関すること

（２）総会は、出席者の２分の１以上をもって議決するものとする。

（３）会議は、必要に応じて開催し、会の活動について計画し、審議する。

（４）総会及び会議の内容は議事録を作成し、速やかに電子情報処理システムを通じて会

員に知らせるものとする。

（入会）

、 。第１１ 会の目的に賛同し入会を希望する者は 年齢に関わりなく入会することができる

（退会）

第１２ 退会を希望する者及び会の目的に反する活動を行う者は、総会の議決により退会

するものとする。

（収入）

第１３ 本会の収入は、次のとおりとする。

（１）年会費

（２）参加費

（３）その他の収入（寄付、助成金、講演料等）

（支出）

第１４ 本会の支出は、次のとおりとする。

（１）現地までの往復交通費

（２）共同で使用する光熱費

（３）電子情報処理システム運営費

（ ） （ 、 、 、 ）４ その他必要と認められる経費 消耗品購入費 資料作成費 通信連絡費 保険料等

（会計年度）

第１５ 本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、３月３１日をもって終わる。

（その他）

第１６ 本規約による他、必要事項については会議において審議し、総会において承認す

る。

付則

１ 本規約は、平成１４年４月１日から施行する。

２ 会費は、年間千円とする。

付則

１ 平成１５年１２月２２日改定。

２ 会費は当分の間無料とする。


